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                             平成 30年３月５日 

 

各 位 

会 社 名 株式会社ＩＢＪ       

代表者名 代表取締役社長 石坂 茂 

（コード番号：６０７１） 

問合せ先 財 務 経 理 部 統 括  上 野  音 彦 

（電話：０３－５３２４－５６５１） 

 

第三者割当による第３回及び第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の 

発行条件等の決定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 30年２月 26日（以下「発行決議日」といいます。）付の取締役会決議に基づく第三者割

当による第３回及び第４回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下、総称して「本新株予約権」といい

ます。）の発行に関し、平成 30 年３月５日（以下「条件決定日」といいます。）、会社法第 370 条及び当

社定款第 25条第２項に定める取締役会の決議に代わる書面決議によって発行条件等を決議しましたので、

今回確定した情報につきお知らせいたします。なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、平成 30年２

月 26 日付当社プレスリリース「第三者割当による第３回及び第４回新株予約権（行使価額修正条項付）

の発行並びに第三者割当契約の締結に関するお知らせ」（以下「発行決議時プレスリリース」といいます。）

をご参照ください。 

 

１．決定された発行条件の概要  

当社は、本日、下記の表に記載の各条件につき決定するとともに、これらの条件を含め、別紙として

添付されている本新株予約権の発行要項に記載の内容で本新株予約権を発行することを決議しておりま

す。 

（１） 割 当 日 平成 30年３月 22日 

（２） 発 行 価 額 

総額 29,765,394円 

 第３回新株予約権１個当たり 1,026円 

 第４回新株予約権１個当たり 801円 

（３） 資 金 調 達 の 額 5,021,935,394円（差引手取概算額）（注） 

（４） 
行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条項 

第３回新株予約権 

 当初行使価額 1,400円 

 下限行使価額 当初行使価額の 100％に相当する金額 

 上限行使価額はありません。 

第４回新株予約権 

 当初行使価額 1,750円 

 下限行使価額 当初行使価額の 100％に相当する金額 

 上限行使価額はありません。 

 

本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日以降、本新株予約権の各

行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）

の 92％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額に修正され

ます。但し、修正後の行使価額が本新株予約権の当初行使価額の 100％

に相当する金額（以下「下限行使価額」といい、本新株予約権の発行要

項第 11項の規定を準用して調整されます。）を下回ることとなる場合に

は、行使価額は下限行使価額とします。 

（注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して払込むべき金額

の合計額（当初行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の本新株予約権の行

使に際して払込むべき金額の合計額）を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額で

す。本新株予約権について行使価額が修正又は調整された場合、資金調達の額は増加又は減少する

可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得

した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。 
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２．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払込金額の総額 5,029,935,394円 

  本新株予約権の払込金額の総額 29,765,394円 

  本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 5,000,170,000円 

② 発行諸費用の概算額 8,000,000円 

③ 差引手取概算額 5,021,935,394円 

（注）１. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が当初行使価額（1,400

円（第３回新株予約権）及び 1,750 円（第４回新株予約権））で全て行使されたと仮定した

場合の金額であります。本新株予約権について行使価額が修正又は調整された場合、本新株

予約権の行使に際して出資される財産の価額は増加又は減少する可能性があります。本新株

予約権の行使期間内に本新株予約権の行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得

し消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は減少し、払込金

額の総額は減少します｡ 

２. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

３. 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用、有価証券届出書作成費用等の合計額で

あります。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額 5,021,935,394 円につきましては、発行決議時プレスリリースの「２．募集の目

的及び理由 【資金調達の目的】」に記載の通り、発行決議日と同日に公表した当社の「2018 年～2022

年 中期経営計画」（以下「本中期経営計画」といいます。）における定性的・定量的な目標を達成する

べく、本中期経営計画の最終年度である平成 34 年 12 月期の期末までに、全額を婚活事業及びライフデ

ザイン事業におけるＭ＆Ａ及び資本・業務提携に係る費用に充当する予定です。 

 

具体的な使途 金 額（円） 支出予定時期 

婚活事業及びライフデザイン事業におけるＭ＆Ａ

及び資本・業務提携に係る費用 
5,021,935,394 

平成 30年３月～ 

平成 34年 12月 

（注）１． 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上

記「（１）調達する資金の額」に記載の通り 5,021,935,394円です。但し、本新株予約権の

行使は割当予定先の判断によるため、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定し

たものではありません。そのため、上表の支出予定時期については現時点における予定であ

り、具体的な金額、使途及び支出予定時期については、本新株予約権の行使による資金調達

がなされた時点の状況に応じて変更される場合があります。なお、資金使途及びその内訳又

は支出予定時期が変更された場合は、適切に開示します。 

２． 本新株予約権による資金使途は、上記の通り、Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携に係る費用を予定

しておりますが、当社の株価が行使価額を下回る水準で推移し、本新株予約権の行使による

資金調達が進まない状況において案件の進捗状況に応じて資金が必要となった場合には、当

社手持ち資金を充当し又はその他のファイナンス手段を検討して資金を調達する予定です。

また、Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携の対象となる企業が見つからなかった場合又はＭ＆Ａ及び

資本・業務提携の対象となる企業との交渉の過程で様々な要因により案件の完了までに想定

以上の期間を要した場合において、調達した資金が上記支出予定時期において当該費用に全

て充当されない場合も考えられます。その場合、当社は、引き続き新たな案件の検討又は対

象となる企業との交渉を続けた上で、上記支出予定時期以降においても、Ｍ＆Ａ及び資本・

業務提携に係る費用に使用する考えでおります。その場合は適切に開示いたします。 

３． 調達した資金につきましては、具体的な資金使途に充当するまでの間は、銀行預金又は安全

性の高い金融商品等で運用することといたします。 

 

３．発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 

本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の第三者割当契約に定められる諸条件

を考慮した発行決議日における本新株予約権の価格の評価及び条件決定日における本新株予約権の価格

の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計（東京都港区元赤坂一丁目１番８号 赤坂コミュニ

ティビル４Ｆ 代表取締役 黒崎知岳）（以下「赤坂国際会計」といいます。）に依頼しました。当該算



 

この文書は、当社の第３回及び第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、

一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。 

3 

 

定機関は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、発行決議日

時点及び条件決定日時点の市場環境、当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の本新株予約権の権利

行使行動等に関する一定の前提（当社の株価、当社株式のボラティリティ、予定配当額、無リスク利子

率、当社の資金調達需要は本新株予約権の行使期間に渡り一様に発生すること、当社の資金調達需要が

ある場合には、当社は行使停止を実施せず行使指定を実施すること、当社からの通知による本新株予約

権の取得は実施しないこと、割当予定先は当社からの行使指定に基づき、又は、行使停止指定のない期

間には任意に、市場出来高の一定割合の範囲内で速やかに本新株予約権の権利行使及び当社株式の売却

を実施すること、等）を置き、割当予定先による本新株予約権の行使に際して発生することが見込まれ

る株式処分コスト及び割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生することが見込まれる新

株予約権の発行コストについて、他社の新株予約権の発行事例や公募増資事例に関する検討等を通じて

合理的と見積もられる一定の水準（他社の公募増資事例から類推されるスプレッド水準）を仮定して、

本新株予約権及び割当予定先との間で締結する予定の第三者割当契約で定められる各条件を考慮のうえ、

本新株予約権の価格の評価を実施しています。当社は、発行決議日における当該算定機関の価格評価（以

下「赤坂国際会計評価書」といいます。）における各本新株予約権の算定結果と条件決定日における赤坂

国際会計評価書における各本新株予約権の算定結果を比較し、最終的に本新株予約権１個の発行価額を

1,026円（第３回新株予約権）及び 801円（第４回新株予約権）と決定しました。当該発行価額は、発行

決議日における赤坂国際会計評価書で示された算定結果と同額で決定されていること、また、発行決議

時プレスリリースの「３.資金調達方法の選択理由等」に記載した本新株予約権の内容や特徴を勘案の上、

本新株予約権の発行価額が合理的であると判断しました。 

また、本新株予約権の当初行使価額は、今後の当社の成長性に鑑み、株価の上昇局面において、効率

的かつ有利な資金調達を実現するために、発行決議基準株価を上回る額である 1,400 円（第３回新株予

約権）及び 1,750 円（第４回新株予約権）としました。本新株予約権の行使価額については、本中期経

営計画に掲げる利益目標を達成した際の株価収益率等を元に検討し、また割当予定先とも協議した上決

定しているため、適正かつ妥当であると判断いたしました。 

なお、当社監査役３名全員（うち社外監査役２名）は、①赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、

当社及び当社経営陣から独立していると認められること、②赤坂国際会計は割当予定先とは契約関係に

ない独立した立場で本評価書を提出していること、③本新株予約権の評価については、その算定根拠及

び前提条件に関して赤坂国際会計から説明を受けた内容が合理的なものであると判断できること、④赤

坂国際会計は新株予約権の評価単価の算定について豊富な経験を有しており、その専門家としての能力

について特段問題となる点はないと考えられることから、本新株予約権の払込金額は、割当先に特に有

利でないと判断しております。 
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株式会社ＩＢＪ第３回新株予約権（第三者割当て） 

発 行 要 項 

 

１．本新株予約権の名称  

株式会社ＩＢＪ第３回新株予約権（第三者割当て)(以下「本新株予約権」という｡） 

２．申 込 期 間 

平成30年３月22日 

３．割 当 日 

平成30年３月22日 

４．払 込 期 日 

平成30年３月22日 

５．募 集 の 方 法 

第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権をUBS AG London Branchに割り当てる。 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,785,800株とする（本新株予

約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は100株とする｡）。但し、下

記第(２)号乃至第(４)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式

の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(２) 当社が第11項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合には、割当株式数

は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かか

る算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第11項に定める調整前行使価額及び調整後

行使価額とする。 

 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

(３) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第11項第(２)号及び第(５)号による行使価額

の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(４) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、

本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当

株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第11項第(２)号⑤に定

める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日

以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

17,858個 

８．各本新株予約権の払込金額 

金1,026円（総額18,322,308円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数

を乗じた額とする。 
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(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」

という｡）は、当初1,400円とする。 

10．行使価額の修正 

行使価額は、割当日の翌取引日以降、第16項第（３）号に定める本新株予約権の各行使請求の効

力発生日（以下「修正日」という。）の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の92％に相当する金額の１円

未満の端数を切り上げた金額に修正される。但し、修正後の行使価額が第９項第（２）号に定める

金額の100％に相当する金額（以下「下限行使価額」といい、第11項の規定を準用して調整される。）

を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。 

11．行使価額の調整 

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(２)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に

変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整

式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

既発行 

株式数 
＋ 

新 発 行 ・ 

処分株式数 
× 

１株当たりの 

払 込 金 額 

時 価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

 

(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、

次に定めるところによる。 

① 下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式

の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場

合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

 調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償

割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当

てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

 調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある

取得請求権付株式又は下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する

場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条

第8項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる

場合を除く。） 

 調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初

の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新

株予約権の場合は割当日)以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但
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し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを

適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の取得と引換えに下記第(４)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する場合 

 調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主

総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、

調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該

基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対

しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 ＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

  この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(３) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満に

とどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発

生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額

からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日

目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均

値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日

の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社

普通株式を控除した数とする。また、上記第(２)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新

発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式

数を含まないものとする｡ 

(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新

株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする

とき。 

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整

を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の
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算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(６) 上記第(２)号の規定にかかわらず、上記第(２)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日

が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、上記第(２)号に基づく行使価額の調整は

行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする｡ 

(７) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びそ

の適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(２)号⑤に定める場合その他適用

開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

また、上記第(６)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ

行う｡ 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

平成30年３月23日から平成32年３月20日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(１) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日

の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める

取得日に、本新株予約権１個当たり第８項に定める払込金額に相当する価額で、本新株予約権者（当

社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場

合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

(２) 当社は、当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割

会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株

式移転完全子会社となる株式移転を行うこと（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）

を当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合は、会社法

第273条の規定に従って通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日より前で、且つ、当社

取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり第８項に定める払込金額に相当する価額で、

本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の

定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加

限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第19

項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(２) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の全額を現金にて第20項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り

込むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第19項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全
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部の事項の通知が行われ、且つ、当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が

前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当契約に定められた諸条件を考慮し、一

般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環

境、当社の資金調達需要、当社及び割当先の権利行使行動等に関する一定の前提（当社の株価、当

社株式のボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、当社の資金調達需要は本新株予約権の行

使期間に渡り一様に発生すること、当社の資金調達需要がある場合には、当社は行使停止を実施せ

ず行使指定を実施すること、当社からの通知による本新株予約権の取得は実施しないこと、割当先

は当社からの行使指定に基づき、又は行使停止のない期間には任意に、市場出来高の一定割合の範

囲内で速やかに権利行使及び当社株式の売却を実施すること、等）を置き、割当先による本新株予

約権の行使に際して発生することが見込まれる株式処分コスト及び割当先の事務負担・リスク負担

等の対価として発生することが見込まれる新株予約権の発行コストについて、他社の新株予約権の

発行事例や公募増資事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準（他社の公募増

資事例から類推されるスプレッド水準）を仮定して評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払

込金額を第８項記載のとおりとする。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

は第９項記載のとおりとする。 

19．行使請求受付場所 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 丸の内中央支店 

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部につ

いて同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替

機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

22．振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

23．その他 

(１) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(２) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏まえ、

当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。 

(３) その他本新株予約権発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

以 上 
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株式会社ＩＢＪ第４回新株予約権（第三者割当て） 

発 行 要 項 

 

１．本新株予約権の名称  

株式会社ＩＢＪ第４回新株予約権（第三者割当て)(以下「本新株予約権」という｡） 

２．申 込 期 間 

平成30年３月22日 

３．割 当 日 

平成30年３月22日 

４．払 込 期 日 

平成30年３月22日 

５．募 集 の 方 法 

第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権をUBS AG London Branchに割り当てる。 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,428,600株とする（本新株予

約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は100株とする｡）。但し、下

記第(２)号乃至第(４)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式

の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(２) 当社が第11項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合には、割当株式数

は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かか

る算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第11項に定める調整前行使価額及び調整後

行使価額とする。 

 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

(３) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第11項第(２)号及び第(５)号による行使価額

の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(４) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新

株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及

びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第11項第(２)号⑤に定める場合その

他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ

を行う。 

７．本新株予約権の総数 

14,286個 

８．各本新株予約権の払込金額 

金801円（総額11,443,086円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数
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を乗じた額とする。 

(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」

という｡）は、当初1,750円とする。 

10．行使価額の修正 

行使価額は、割当日の翌取引日以降、第16項第（３）号に定める本新株予約権の各行使請求の効

力発生日（以下「修正日」という。）の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の92％に相当する金額の１円

未満の端数を切り上げた金額に修正される。但し、修正後の行使価額が第９項第（２）号に定める

金額の100％に相当する金額（以下「下限行使価額」といい、第11項の規定を準用して調整される。）

を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。 

11．行使価額の調整 

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(２)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に

変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整

式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

既発行 

株式数 
＋ 

新 発 行 ・ 

処分株式数 
× 

１株当たりの 

払 込 金 額 

時 価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

 

(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、

次に定めるところによる。 

① 下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式

の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場

合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

 調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償

割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当

てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

 調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある

取得請求権付株式又は下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する

場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条

第8項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる

場合を除く。） 

 調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初

の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新
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株予約権の場合は割当日)以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但

し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを

適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の取得と引換えに下記第(４)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する場合 

 調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主

総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、

調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該

基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対

しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 ＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

  この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(３) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満に

とどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発

生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額

からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日

目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均

値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日

の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社

普通株式を控除した数とする。また、上記第(２)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新

発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式

数を含まないものとする｡ 

(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新

株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする

とき。 

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整

を必要とするとき。 
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③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(６) 上記第(２)号の規定にかかわらず、上記第(２)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日

が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、上記第(２)号に基づく行使価額の調整は

行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする｡ 

(７) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びそ

の適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(２)号⑤に定める場合その他適用

開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

また、上記第(６)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ

行う｡ 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

平成30年３月23日から平成32年３月20日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(１) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日

の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める

取得日に、本新株予約権１個当たり第８項に定める払込金額に相当する価額で、本新株予約権者（当

社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場

合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

(２) 当社は、当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割

会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株

式移転完全子会社となる株式移転を行うこと（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）

を当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合は、会社法

第273条の規定に従って通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日より前で、且つ、当社

取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり第８項に定める払込金額に相当する価額で、

本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の

定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加

限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第19

項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(２) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の全額を現金にて第20項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り

込むものとする。 
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(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第19項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全

部の事項の通知が行われ、且つ、当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が

前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当契約に定められた諸条件を考慮し、一

般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環

境、当社の資金調達需要、当社及び割当先の権利行使行動等に関する一定の前提（当社の株価、当

社株式のボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、当社の資金調達需要は本新株予約権の行

使期間に渡り一様に発生すること、当社の資金調達需要がある場合には、当社は行使停止を実施せ

ず行使指定を実施すること、当社からの通知による本新株予約権の取得は実施しないこと、割当先

は当社からの行使指定に基づき、又は行使停止のない期間には任意に、市場出来高の一定割合の範

囲内で速やかに権利行使及び当社株式の売却を実施すること、等）を置き、割当先による本新株予

約権の行使に際して発生することが見込まれる株式処分コスト及び割当先の事務負担・リスク負担

等の対価として発生することが見込まれる新株予約権の発行コストについて、他社の新株予約権の

発行事例や公募増資事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準（他社の公募増

資事例から類推されるスプレッド水準）を仮定して評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払

込金額を第８項記載のとおりとする。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

は第９項記載のとおりとする。 

19．行使請求受付場所 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 丸の内中央支店 

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部につ

いて同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替

機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

22．振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

23．その他 

(１) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(２) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏まえ、

当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。 

(３) その他本新株予約権発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

以 上 

 


